
児童サービス用品とは、読み聞かせ活動を支援する用品です。エプロンシアターや紙芝居舞台などを使って読み

聞かせを楽しく盛り上げてみませんか？ ご利用方法については中央図書館へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：市原市立中央図書館 市原市更級５丁目１－５１ 電話：0436-23-4946 ＦＡＸ：0436-24-7777 

貸出対象者

• 団体貸出の登録をして

いる団体がご利用に

なれます。

貸出申込方法

• 貸出申込の時は、「児童サービス用品利用申込

書」をご記入の上、児童室にお持ちください。

※申込書は児童室にあります。

（図書館ホームページからもダウンロードできます。）

• 貸出時には団体の登録カードをご提示ください。

返却方法

• 返却する時は、「児童サービス用品利用報

告書」をご記入の上、用品と一緒に児童室

にお持ちください。
※報告書は貸出時に用品とともにお渡しします。

（図書館ホームページからもダウンロードできます。）

貸出期間

• 2週間になりました。

• 予約のかかっていなかった場合に限り、1回

だけ2週間の延長ができるようになりました。

貸出点数

・エプロンシアター ２点以内

・パネルシアターステージ １点

・紙芝居舞台 １点

・パペット 2点以内 （増えました）

その他

• 返却の際は、セット内容や状態を必ずご確

認ください。

• 用品の一覧は児童室備付のリスト、または

図書館ホームページでご覧いただけます。

図書館ホームページＵＲＬ：http://www.library.ichihara.chiba.jp/ 



 

エプロンシアター（３５種類） 

エプロンを舞台に見立てて、人形を取出しながらお話を進めます。 

パペット（３種類） 

手袋型の人形を使ったお芝居は、大人も子どもも楽しめます。 

 

パネルシアターステージ（３台） 

不織布で作った絵を、ボードにつけたりはがしたりしながらお話を進めます。 

紙芝居舞台（大型２台、普通幕無し３台、普通幕有り３台） 

紙芝居の舞台を使うと、おはなしの雰囲気がさらに盛り上がります。 


